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相続税はどのような財産に課税されるのですか？相続税の申告書は送ってくるのですか？ 

 

 

▼  相続税のかかる財産（亡くなった日現在の相続税評価額で計算） 

本来の相続財産 

不 動 産 土地、建物など（未登記のものを含む） 

金 融 資 産 
現金・預貯金・有価証券など 
※ 本人名義以外で実質本人のものも含みます。 

動 産 貴金属・書画・骨董・ゴルフ会員権など 

金銭に見積もり可能なもの 生命保険契約に関する権利（解約返戻金）・貸付金等 

みなし相続財産 死亡保険金、死亡退職金など（各々 法定相続人×500 万円非課税） 

３年以内の贈与財産  亡くなった人からの生前贈与（Ｒ６.１.１～の贈与は３年 → ７年経過措置あり） 

相続時精算課税の財産 相続時精算課税の適用を選択した財産 

※ 1．土地は市街地 → 路線価、その他の地域 → 倍率方式で計算。マイホームの土地や貸付土地は減額。 

2．建物は固定資産税評価額の金額が相続税の対象金額です。 

▼  債務控除 

債 務 控 除 

で き る も の 

故人の借入金、未払金、未払医療費、未払税金等 

・葬式、葬送の費用（初七日、四十九日、墓地等の費用は含みません） 

・お寺への読経料、戒名代等の費用 ※ 領収書がなくても認められます 

※ 原則として相続人以外の人が負担した借入金・未払金等や葬式費用は債務控除できません。 

▼  相続税の基礎控除額（法定相続人は相続を放棄した人も含む） 

法定相続人 基礎控除額 計 算 

配偶者と子２人（または子３人） ４,８００万円 3,000 万円 ＋ 600 万円 × 法定相続人（３人） 

配偶者と子 1 人（または子 2 人） ４,２００万円 3,000 万円 ＋ 600 万円 × 法定相続人（２人） 

配偶者のみ  （または子１人） ３,６００万円 3,000 万円 ＋ 600 万円 × 法定相続人（１人） 

※ 配偶者は正味の遺産額１億６千万円または法定相続分のいずれか多い金額までは無税です。なお、この 

配偶者に対する相続税の軽減を受けるには、相続税の申告書の提出が要件です。 

（１）遺産をもらった人が相続人であっても、相続人でなかったとしても、原則として上記の亡く 

なった人の相続税のかかる財産から葬式費用などの債務控除を差し引いた「正味の遺産額」 

が「基礎控除額」以下であれば、だれであろうと相続税はかかりません。 

（２）相続税の申告・納付期限は、亡くなったことを知った日（通常は死亡日）から 10 カ月以内で 

す。そして、遺産を相続などでもらった人が自主的に、原則として連名で亡くなった人の住所 

地の税務署に申告する必要があります。「税金が発生するなら税務署から何か通知があるだろ 

う」と考えて何もしないでそのままにしておかないように気をつけてください。 

 

ＮＯ．３２２（Ｒ６.９） 

税理士  野村  正雄 

TEL 075－211－1888 

相続税の申告義務の確認を！  
※ 令和 6 年 9 月現在の税制に基づいています。今後に税制改正があった場合内容が変わります。 
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財産を相続したときの税金は？ 

・・ 


